
県税賦課徴収事務の特定個人情報保護評価書（全項目評価書）（案）の概要 

 
１．評価書名 

 
県税賦課徴収事務 全項目評価書（案） 

 
２．今回の修正内容 

（１）重要な変更に当たらない変更 

    Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 

     ４．特定個人情報ファイルの取扱いの委託 

 社名変更に伴い、「委託事項１」の「⑥委託先名」を更新 

 入札執行に伴い、「委託事項３」の「⑥委託先名」を更新 

 

 

    Ⅵ 評価実施手続 

     １．基礎項目評価 

 基礎項目評価の再実施に伴い、「①実施日」を更新 

 

２．国民・住民等からの意見の聴取 

 再実施に伴い「②実施日・期間」を更新 

 

Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 

７. 特定個人情報の保管・消去 

 「リスク１： 特定個人情報の漏えい・滅失・毀損リスク」の「 ⑨過去

３年以内に、評価実施機関において、個人情報に関する重大事故が発生

したか」の「再発防止策の内容」について、第７回滋賀県公文書管理・

情報公開・個人情報保護審議会個人情報保護部会での指摘内容を基に

修正 

 

３．評価書の概要 

 
（１）個人のプライバシー等の権利利益の保護の宣言 
    滋賀県知事は、県税賦課徴収事務における特定個人情報ファイルの取扱いにあた 

り、特定個人情報ファイルの取扱いが個人のプライバシー等の権利利益に影響を及 
ぼしかねないことを認識し、特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリス 
クを軽減させるために十分な措置を行い、もって個人のプライバシー等の権利利益 



の保護に取り組んでいることを宣言する。 
 

（２）項目一覧 

Ⅰ 基本情報 
 （別添１）事務の内容 
Ⅱ 特定個人情報ファイルの概要 
 （別添２）特定個人情報ファイル記録項目 
Ⅲ 特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 
Ⅳ その他のリスク対策 
Ⅴ 開示請求、問合せ 
Ⅵ 評価実施手続 

   （別添３）変更箇所 
 
（３）特定個人情報ファイルを取り扱う事務及び使用するシステム  

①事務の名称 
県税賦課徴収事務 

②事務の内容 
地方税法、滋賀県税条例等に基づき、県税に係る全税目の課税管理から収納管理、

滞納管理に至るまでの一連の事務を行う。 
特定個人情報は、納税義務者から提出される申告書等や住民基本台帳ネットワー

クシステム、国税連携システム等から入手し、税務総合システムで管理する。 
税務総合システムにおいては、共通宛名管理機能で個人番号を一元管理し、別途一

意に割り当てられた納税者番号を用いて、各税目の課税管理機能や収納管理機能等

と連携して活用する。 
③対象人数 

    ３０万人以上 
④使用するシステム 

税務総合システム 
住民基本台帳ネットワークシステム 
国税連携システム 
統合宛名システム 
中間サーバ 

 
（４）特定個人情報ファイルの概要 

①特定個人情報ファイル名 
税務総合システムファイル 



②対象となる本人の数 
10 万人以上 100 万人未満  

③対象となる本人の範囲 
県税の納税義務者および課税調査対象者 

④記録される項目 
    県税賦課徴収事務に必要な項目（全 981 項目） 

⑤保有開始日 
    平成 28 年 1 月１日 
 
（５）特定個人情報ファイルの取扱いプロセスにおけるリスク対策 

①特定個人情報の入手 
納税義務者から窓口で申告書等の提出を受ける際に、個人番号カードもしくは通

知カードと身分証明書の提示を受け、本人確認を厳格に行う。 
国税連携システムによる情報の入手は、ｅＬＴＡＸ（地方税ポータルセンタ）から

の受信のみに限定されている。 
②特定個人情報の使用 

生体認証によるログイン認証とし、いわゆる「なりすまし」を防止するとともに、

職員の職責に応じたアクセス権限を設定することで、不正な利用を防止する。 
③特定個人情報ファイルの取扱いの委託 
  委託先には業務従事者名簿を書面にて提出させ、特定個人情報ファイルを扱う業 
務従事者を特定するとともに、秘密保持誓約書を提出させる。 
 また、個人情報取扱特記事項により特定個人情報ファイルの厳格な取扱いを求め 
る。 

④特定個人情報の提供・移転 
    提供を行う者の名称等、必要な項目を記録し、提供にあたっては、紙媒体またはパ

スワードを設定した電子媒体以外は使用しないこととする。 
⑤情報提供ネットワークシステムとの接続 

    認証制度によりアクセスできる職員を限定するとともに、番号法上認められた情

報連携以外の照会はできない仕組みとなっている。 
⑥特定個人情報の保管・消去 

   【保管】 
生体認証により入退室者の管理がされた施設のサーバ内に保管し、外部からの 

不正アクセスはできない仕組みの構築等、徹底した物理的対策および技術的対策 
を行う。 

   【消去】 
     保管期間経過等により、不要と判断した特定個人情報については復元できない 



よう完全に消去する。 
 

（６）その他のリスク対策 

①監査 
    番号制度主管課と連携し、また、必要に応じ個人情報保護担当部署と協議の上、 

県税賦課徴収事務を行う全所属を対象とした内部監査を年 1 回実施し、結果を踏ま 
え必要に応じて規定や体制を改善する。 

②従業者に対する教育・啓発 
特定個人情報の取扱いに関して、定期的に文書で通知することで周知徹底を図り、 

税務総合システムの操作研修や担当者会議等、税務職員が集まる場において随時、 
教育・啓発する。 

 

（７）開示請求、問合せ 

■請求先 
総合企画部県民活動生活課県民情報室 （TEL:077-528-3121） 
総務部税政課 （TEL:077-528-3211） 

■特定個人情報ファイルの取扱いに関する問合せ先 
総務部税政課 （TEL:077-528-3217） 

 
（８）評価実施手続 

基礎項目評価については、令和５年９月２０日に再評価を実施済みであり、しきい

値判断の結果、基礎項目評価および全項目評価の実施が義務付けられる。 
県民からの意見の聴取については、令和５年１０月１日(日)～令和５年１０月 

３１日（火）の間に、県民政策コメント制度に準じて実施する。 
 
【参考】 
・今後のスケジュール（予定） 

  
・その他 
  評価書の内容については今後も変更される可能性があり、重要項目（評価書の様式に 
※が付されている項目）を変更する場合は再評価を実施する。 

時 期 内 容 
令和５年 10 月  1 日~ 
令和５年 10 月 31 日 

県民政策コメント制度に準じた意見募集 

令和５年 11 月 第三者点検（個人情報保護審議会諮問） 
令和５年 12 月 評価書の個人情報保護委員会への提出、公表 


